
資料５ 

審議体制に関する論点（案） 

 
○消費者委員会は、委員１０人以内から組織され（設置法第９条第１項）、広範

な審議事項を有している。このような特色を有する消費者委員会はどのよう

な審議体制とするべきか。原則として委員会で審議し、議決することが望ま

しいが、審議事項によってはある程度部会に委ねても良いのではないか。委

員会が審議すべきものと部会に委ねるものをどう区分けするか。（例えば、消

費者基本計画や広聴・広報の在り方については委員会で審議すべきではない

か。） 
 
○消費者委員会、消費者委員会の下に部会、部会の下に何らかの「小委員会」（名

称は今後検討）の三層構造とするか。 
 
○緊急の課題が発生した際に機動的に対応できる体制をどのように構築するか。

（ワーキンググループ、タスクフォースのような組織を設け、委員会の直属

とするか。） 

○消費者からの声や新聞報道等で判明した事態にどう対処すべきか。 
 
○消費者委員会委員はどのように部会に関与するか。部会長は必ずしも委員に

こだわらなくてもよいか。委員ごとに所属を決めるか、あるいは自由に審議

に参加することとするか。議決権をどうするか。 
 
○臨時委員は特別の事項を調査審議させるため必要があるときに、委員会に置

くことができる（設置法第９条第２項）が、議題に応じて委員会に出席させ、

議決に参加させることで良いか。（例：医学的知見や、情報通信分野に関する

専門的知見等が必要とされる議題） 
 
○専門委員（※）は専門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に置

くことができるが（設置法第９条第３項）、専門的な事項については専門委員

を置くこととするか。（例：外国法制関係、医療関係、情報通信関係の専門研

究者等）               （※）専門委員は議決権を有しない。 
 
○各府省所管の法律の消費者庁への移管・共管に伴い、各府省の審議会等から、

部会、小委員会が移管されることとなるが、その委員構成については、これ



までの審議経過・実績を勘案すれば、尊重すべきものがあるのではないか。

今回は、審議事項の専門性、継続性、任命までの時間的制約等を勘案し、従

来の構成を引き継ぐこととしてよいか。しかし、随時１，２名の増員をする

ことにしてはどうか。その際に公募による採用についてはどう考えるか。 



（参考１）第２１次 国民生活審議会について 

 

 
総合企画部会 
部会長：廣松 毅 

（情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授・ 
同セキュアシステム研究所長）  

［主な審議事項] 
 
・国民生活に直結する分野について、消費者・生活者の目線に 
立った「行政のあり方の総点検」についての検討 
・社会的責任の取組促進に向けた検討 
・その他国民生活に関する総合的な重要課題  

 
 

 

 

  

 

 

 
個人情報保護部会 

部会長：小早川 光郎（東京大学法学部教授） 
 

［主な審議事項] 
 
・「個人情報の保護に関する基本方針」見直し 
・個人情報保護法の施行状況の聴取 
・その他個人情報保護に関する重要課題 

 
消費者政策部会 

部会長：松本 恒雄（一橋大学大学院法学研究科教授） 
 

［主な審議事項] 
   
・消費者基本計画の検証・評価・監視 
 ・消費者紛争の解決に関する機能の整備・充実 
・消費者契約法の見直し 
・その他消費者政策に関する重要課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民生活審議会 
 

会長： 佐々木 毅 
（学習院大学法学部教授） 
（前東京大学総長） 

 
 

 
消費者契約に関する検討委員会 

委員長：山本 豊（京都大学大学院法学研究科教授） 
 

[主な審議事項] 
 
・消費者契約法の見直し 
・その他消費者契約に関する重要課題 

 
消費者安全に関する検討委員会 

委員長：升田 純（中央大学法科大学院教授） 
 

[主な審議事項] 
 
・消費者事故情報を一元的に収集・分析・発信するためのシ

ステムの構築 

・重大な消費者事故に際し政府のなすべき対応策について横

断的、客観的に評価・監視する仕組み 

・自主リコールの促進のための取組みの強化 

・その他消費者の安全・安心に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）生活関連物資等の割り当て又は配給等に関する重要事項を調査審議する必要が生じた場合は、 

会長の判断により、国民生活安定部会を設置することとする。 



（参考２）
消費経済審議会について 消費経済審議会について 

  
  

特定商取引部会 
部会長：山本 豊 

（京都大学大学院法学研究科教授） 
 

［主な審議事項］ 
・経済産業大臣から消費経済審議会への諮問を受け行われ
る付託に応じて特定商取引に関する法律に基づく事項を
調査審議すること。 

  

  

    

  

  
  

  

  

  
割賦販売部会 
部会長：山本 豊 

（京都大学大学院法学研究科教授） 

［主な審議事項] 
・経済産業大臣から消費経済審議会への諮問を受け行われる
付託に応じて割賦販売法に係る重要事項等を調査審議する
こと。 
 
    
   

  

  

  

 

 

 

 

 

製品安全部会 

部会長：向殿 政男 

（明治大学工学部教授） 
 

［主な審議事項] 

・経済産業大臣から消費経済審議会への諮問を受け行われ

る付託に応じて消費生活製品安全法に基づく事項を調査

審議すること。 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

消費経済審議会 
 

会長：山本 豊 

（京都大学大学院法学研究科教授） 

 

［主な審議事項] 

・特定商取引に関する法律、割賦販
売法、家庭用品品質表示法及び消
費生活用品製品安全法の規定によ
りその権限に属せられた事項を処
理すること。 

 品質表示部会 

部会長：向殿 政男 

（明治大学工学部教授） 
 

[主な審議事項] 

・家庭用品品質表示法第 3 条の規定に基づく表示の標準と

なるべき事項等を調査審議すること。 



薬事・食品衛生審議会及び農林物資規格調査会について 

 
薬事分科会 
<分科会長> 望月 正隆 

 

表示部会 

食品規格部会 

食品表示調査会

新開発食品評価第一調査会 

新開発食品評価第二調査会 新開発食品調査部会

など全１７部会 

日本薬局方部会 安全技術調査会

適正使用調査会血液事業部会 

食品衛生分科会 
<分科会長> 岸 玲子 

（北海道大学大学院教授） 
 

薬事・食品衛生審議会 
<会長> 望月 正隆 

（東京理科大学薬学部教授） 
 

 
 
 

など全１８調査会 

など全９部会 

表示小委員会 

部会 
※ 部会長は開催ごとに互選 農林物資規格調査会 

<会長> 田島 眞 

（実践女子大学生活科学部教

授） 

「食品の表示に関する共同会議」を

合同で開催 
<座長> 田島 眞 

<主な審議事項> 

・ 食品衛生法・ＪＡＳ法に基づく表示項

目、表示方法 

・ その他食品の表示に関する事項 

（
参
考
３
）





経済財政諮問会議における専門調査会等 

 

専門調査会等 

「構造変化と日本経済」専門調査会（平成 20年 2月～平成 20年 7月）  
グローバル化改革専門調査会（平成 18年 12月～平成 20年 10月）  
EPA・農業ワーキンググループ（平成 19年 1月～平成 20年 10月）  
金融・資本市場ワーキンググループ（平成 19年 1月～平成 20年 10月）  
労働市場改革専門調査会（平成 18年 12月～平成 20年 9月）  
資産債務改革の実行等に関する専門調査会（平成 18年 12月～平成 20年 5月）  
金融資産に関するワーキンググループ（平成 19年 5月～平成 20年 5月）  
実物資産に関するワーキンググループ（平成 19年 5月～平成 20年 5月）  
独立行政法人の資産債務改革に関するワーキンググループ（平成 19年 9月～
平成 20年 5月）  
資産債務等専門調査会（平成 18年 6月～平成 18年 9月）  
日本 21世紀ビジョン（平成 16年 9月～平成 17年 4月）  
循環型経済社会に関する専門調査会（平成 13年 8月～平成 13年 11月）  
サービス部門における雇用拡大を戦略とする経済の活性化に関する専門調査

会（平成 13年 3月～平成 13年 10月）  
 
 
その他 

成長力加速プログラム・タスクフォース（平成 19年 7月～平成 20年 4月）  
「地域力再生機構（仮称）」研究会（平成 19年 6月～平成 19年 12月）  
経済財政に関する地方会議（平成 19年 10月～平成 20年 1月）  
国と地方の行革コンペ（平成 17年 11月～平成 18年 7月）  
統計改革（平成 16年 11月～平成 19年 5月）  
政策金融改革に関するヒアリング（平成 17年 10月）  
郵政民営化懇談会（平成 16年 5月～平成 16年 6月）  
生活産業創出研究会（平成 14年 9月～平成 14年 12月）  
経済活性化戦略会合（平成 14年 2月～平成 14年 3月）  
再生シナリオ検討プロジェクトチーム（平成 13年 11月～平成 13年 12月） 
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